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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡洗滌消毒装置に収容された洗滌消毒後の２本の内視鏡にそれぞれ設けられている
第１の管路内及び該第１の管路よりも大径の第２の管路内をそれぞれエアの送気により除
水する内視鏡管路除水方法であって、
　２本の前記内視鏡の内、第１の内視鏡の前記第１の管路の接続口に、第１の分岐管路の
第１の流出側接続口を接続する手順と、
　前記第１の内視鏡の前記第２の管路の接続口に、前記第１の分岐管路の第２の流出側接
続口を接続する手順と、
　２本の前記内視鏡の内、第２の内視鏡の前記第１の管路の接続口に、第２の分岐管路の
第１の流出側接続口を接続する手順と、
　前記第２の内視鏡の前記第２の管路の接続口に、前記第２の分岐管路の第２の流出側接
続口を接続する手順と、
　前記内視鏡洗滌消毒装置の第１のポートに前記第１の分岐管路の流入側接続口を接続し
、第２のポートに前記第２の分岐管路の流入側接続口を接続する手順と、
　前記内視鏡洗滌消毒装置の送気装置を作動させ、前記第１のポート及び前記第２のポー
トに前記エアを供給する手順と、
　前記内視鏡洗滌消毒装置の開閉弁制御装置により、前記第１のポート及び前記第２のポ
ートの開閉弁に対して、第１の時間開成した後、第２の時間閉成する制御を複数回繰り返
すことにより、前記第１のポート及び前記第２のポートから前記エアを断続的に吐出させ
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る手順と、
　を具備し、
　前記第１のポート及び前記第２のポートから断続的に吐出する前記エアを、前記第１の
分岐管路及び前記第２の分岐管路を介して、前記第１の内視鏡及び前記第２の内視鏡の少
なくとも各前記第１の管路に送気することにより、少なくとも各前記第１の管路内を除水
することを特徴とする内視鏡管路除水方法。
【請求項２】
　前記第１のポート及び前記第２のポートから断続的に吐出する前記エアは、前記第１の
内視鏡及び前記第２の内視鏡の各前記第２の管路に送気されることにより、さらに各前記
第２の管路内が除水されることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡管路除水方法。
【請求項３】
　前記開閉弁制御装置により、前記開閉弁を設定時間開成することにより、前記第１のポ
ート及び前記第２のポートから連続的に吐出される前記エアを、前記第１の内視鏡及び前
記第２の内視鏡の各前記第１の管路よりも各前記第２の管路が大径なことを利用して各前
記第２の管路に設定時間送気することにより、各前記第２の管路内を除水する手順をさら
に具備することを特徴とする請求項１または２に記載の内視鏡管路除水方法。
【請求項４】
　第１の管路及び該第１の管路よりも大径の第２の管路がそれぞれ設けられている２本の
内視鏡を装置本体にて洗滌消毒する内視鏡洗滌消毒装置において、
　２本の前記内視鏡の内、第１の内視鏡の前記第１の管路の接続口に第１の流出側接続口
が接続され、前記第１の内視鏡の前記第２の管路の接続口に第２の流出側接続口が接続さ
れた第１の分岐管路と、
　２本の前記内視鏡の内、第２の内視鏡の前記第１の管路の接続口に第１の流出側接続口
が接続され、前記第２の内視鏡の前記第２の管路の接続口に第２の流出側接続口が接続さ
れた第２の分岐管路と、
　前記第１の分岐管路の前記流入側接続口が接続された前記装置本体の第１のポートと、
　前記第２の分岐管路の前記流入側接続口が接続された前記装置本体の第２のポートと、
　前記第１のポート及び前記第２のポートにエアを供給する送気装置と、
　前記エアを、前記第１のポート及び前記第２のポートから吐出させるか否かを開閉によ
り切り換える開閉弁と、
　前記開閉弁の開閉を制御する開閉弁制御装置と、
　を具備し、
　前記開閉弁制御装置は、前記開閉弁に対して、第１の時間開成した後、第２の時間閉成
する制御を複数回繰り返すことにより、前記第１のポート及び前記第２のポートから断続
的に吐出させた前記エアを、前記第１の分岐管路及び前記第２の分岐管路を介して、前記
第１の内視鏡及び前記第２の内視鏡の少なくとも各前記第１の管路に送気し、各前記第１
の管路内を除水することを特徴とする内視鏡洗滌消毒装置。
【請求項５】
　前記開閉弁制御装置は、前記第１のポート及び前記第２のポートから断続的に吐出させ
た前記エアは、前記第１の内視鏡及び前記第２の内視鏡の各前記第２の管路に送気され、
さらに、各前記第２の管路内が除水されることを特徴とする請求項４に記載の内視鏡洗滌
消毒装置。
【請求項６】
　前記開閉弁制御装置は、前記開閉弁を設定時間開成する制御をさらに行うことにより、
前記第１のポート及び前記第２のポートポートから連続的に吐出させた前記エアを、前記
第１の分岐管路及び前記第２の分岐管路を介して、前記第１の内視鏡及び前記第２の内視
鏡の各前記第１の管路よりも各前記第２の管路が大径なことを利用して各前記第２の管路
に前記設定時間送気し、各前記第２の管路内を除水することを特徴とする請求項４または
５に記載の内視鏡洗滌消毒装置。
【発明の詳細な説明】



(3) JP 4633640 B2 2011.2.16

10

20

30

40

50

【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡洗滌消毒装置に収容された洗滌消毒後の２本の内視鏡にそれぞれ設け
られている第１の管路内及び該第１の管路よりも大径の第２の管路内をそれぞれエアの送
気により除水する内視鏡管路除水方法、内視鏡洗滌消毒装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　体腔内の検査や治療の目的に使用される内視鏡は、体腔内に挿入する挿入部の外表面だ
けでなく、送気送水管路（以下、ＡＷ管路と称す）、吸引管路を兼ねる処置具挿通用管路
（以下、Ｓ管路と称す）等の各内視鏡管路内にも汚物が付着する。そのため、使用済みの
内視鏡は、外表面に限らず、必ず各管路内までも洗滌、消毒する必要がある。
【０００３】
　一般に、洗滌消毒装置を用いて内視鏡の洗滌処理、及び消毒処理を行う場合、先ず、洗
滌消毒装置本体（以下、単に装置本体と称す）の洗滌消毒槽内に使用済みの内視鏡を収容
、セットする。
【０００４】
　次いで、内視鏡管路内も洗滌消毒するため、洗滌消毒槽に設けられた、内視鏡管路内へ
液体及び気体等の流体を供給するためのポートと、内視鏡の外表面に開口する内視鏡管路
の管路接続口とをチューブ等を介して接続する。
【０００５】
　具体的には、先ず、洗滌消毒槽の１つ目のポートに対して、１つ目の洗滌チューブ等を
介して内視鏡のＡＷ管路の管路接続口を接続し、洗滌消毒槽の２つ目のポートに対して、
２つ目の洗滌チューブ等を介して内視鏡のＳ管路の管路接続口を接続する。
【０００６】
　次いで、洗滌消毒槽に、蓋体を閉成した後、処理開始スイッチをＯＮする。すると、最
初に洗滌工程が開始され、次いで消毒工程が開始される。洗滌工程では、先ず、洗滌消毒
槽内に洗滌液が供給される。そして、この洗滌液が所定水位に達した後、洗滌が開始され
る。洗滌液は循環しており、その水流にて内視鏡の外表面が洗滌される。
【０００７】
　また、この際、循環ポンプで吸引した洗滌消毒槽内の洗滌液が、開閉弁により、１つ目
のポートと２つ目のポートとから、交互に吐出されることにより、ＡＷ管路内及びＳ管路
内に、各チューブ及び各管路接続口を介して洗滌液が導入される。尚、この際、切換によ
り、１つ目のポート及び２つ目のポートから同時に洗滌液を吐出してもよい。このことに
より、ＡＷ管路内及びＳ管路内は、導入された洗滌液の水圧により洗滌される。
【０００８】
　洗滌工程終了後は、消毒工程において洗滌消毒槽及びＡＷ管路内及びＳ管路内に、洗滌
液の供給と同様に、消毒液を供給して内視鏡外表面及び各管路内の消毒を行い、次いで、
洗滌液の供給と同様にすすぎ水を供給して、内視鏡外表面及び各管路内のすすぎを行う。
【０００９】
　最後に乾燥工程において、ＡＷ管路内及びＳ管路内に、洗滌液及び消毒液の供給と同様
に、コンプレッサ等の送気装置を用いて高圧エアを、設定時間、例えば１５秒供給するこ
とにより、内視鏡の各管路内の除水、乾燥を促進させて、一連の工程が終了する。尚、記
載を省略したが、内視鏡が前方送水管路等を具備している場合であっても、同様の手法に
より、前方送水管路内を、洗滌消毒、乾燥処理する。
【００１０】
　このように、内視鏡の各管路内までをも洗滌消毒することのできる内視鏡洗滌消毒装置
は周知であり、例えば特許文献１に開示されている。
【００１１】
　特許文献１では、洗滌消毒後、複数のポートから同時にエアを吐出して内視鏡の各管路
内を除水するに際し、内視鏡の各管路が該管路毎に管路径が異なることにより、小径の管
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路は管路抵抗が大きくなることから管路内が除水し難くなることに鑑みて、ポートと小径
の管路の管路接続口とを接続する洗滌チューブに微少な孔を設けることで、該洗滌チュー
ブの孔より、効率良く短時間で小径の管路内を除水できる構成を有する内視鏡洗滌消毒装
置が開示されている。
【特許文献１】特開２００３－１１１７２５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　ところで、近年、内視鏡の洗滌消毒工程の効率化を図る目的で、内視鏡を２本同時に洗
滌消毒することのできる内視鏡洗滌消毒装置が望まれている。また、この場合であっても
、２本の内視鏡の各管路内を確実に洗滌消毒する必要がある。
【００１３】
　この場合、１本の内視鏡を洗滌消毒する場合からポート数を増やさずに、２本の内視鏡
を洗滌消毒するには、先ず、流出側が２股に分岐された、例えばＹ字状の１つ目の分岐チ
ューブの第１の流出側接続口を、１つ目の内視鏡のＡＷ管路の管路接続口に接続し、１つ
目の分岐チューブの第２の流出側接続口を、１つ目の内視鏡のＳ管路の管路接続口に接続
し、さらに、１つ目の分岐チューブの流入側接続口を１つ目のポートに対して接続する。
【００１４】
　次いで、同様に、流出側が２股に分岐された、例えばＹ字状の２つ目の分岐チューブの
第１の流出側接続口を、２つ目の内視鏡のＡＷ管路の管路接続口に接続し、２つ目の分岐
チューブの第２の流出側接続口を、２つ目の内視鏡のＳ管路の管路接続口に接続し、さら
に、２つ目の分岐チューブの流入側接続口を２つ目のポートに対して接続する。
【００１５】
　その後、工程時間の短縮を図るため、開閉弁により、１つ目のポート及び２つ目のポー
トから同時に洗滌液、消毒液、エア等を吐出させ、１つ目の内視鏡のＡＷ管路内、Ｓ管路
内、及び２つ目の内視鏡のＡＷ管路内、Ｓ管路内を洗滌消毒し、乾燥させる。
【００１６】
　ここで、１つ目及び２つ目の内視鏡の各ＡＷ管路内及び各Ｓ管路内を乾燥させる際、上
述したように、１つ目のポート及び２つ目のポートからコンプレッサ等の送気装置を用い
て高圧のエアを設定時間吐出させるが、この場合、エアを２つの内視鏡の各ＡＷ管路内及
び各Ｓ管路、即ち４本の管路に送気する必要がある。
【００１７】
　この際、１つのコンプレッサでエアを送気する管路の総断面積が増えるため、４本の管
路への各送気圧力が２本の場合よりも低下し、除水に必要な送気圧で送気できなくなる他
、Ｓ管路よりも小径のＡＷ管路は、Ｓ管路よりも管路抵抗が大きいため、開閉弁により、
１つ目のポート及び２つ目のポートから同時にエアを吐出した際、２本の内視鏡の各Ｓ管
路ばかりにエアが送気されてしまい、各ＡＷ管路にエアが送気され難くなり、各ＡＷ管路
内を除水し難くなってしまうといった問題がある。
【００１８】
　このような問題に鑑み、開閉弁により、１つ目のポートのみからエアを吐出させ、１つ
目の内視鏡のＡＷ管路内及びＳ管路内を除水した後、２つ目のポートのみからエアを吐出
させ、２つ目の内視鏡のＡＷ管路内及びＳ管路内を除水することにより、２本の内視鏡の
各ＡＷ管路内及び各Ｓ管路内を除水する方法も考えられるが、この場合、２本の内視鏡の
各管路をそれぞれ別個に除水するため、処理時間が増大してしまう。さらに、エアの供給
時間を増やす方法も考えられるが、この場合であっても処理時間が増大してしまう。
【００１９】
　また、２本の内視鏡を同時に除水する方法として、送気圧が内視鏡を１本洗滌消毒する
場合よりも高いスペックのコンプレッサを用いることで、各ＡＷ管路の除水性を向上させ
ることが考えられるが、この場合、１本の内視鏡を洗滌消毒する装置よりも装置がコスト
アップしてしまう。
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【００２０】
　また、洗滌消毒槽に、開閉弁により交互の吐出できる２つのポートをさらに設け、洗滌
消毒槽の計４つのポートに対し、２本の内視鏡の各ＡＷ管路の管路接続口及び各Ｓ管路の
管路接続口を、４本の洗滌チューブでそれぞれ別途に接続することにより、各ＡＷ管路の
除水性を向上させること等も考えられるが、この場合であっても、ポート及び洗滌チュー
ブを２つ増やす他、開閉弁を１つ増やす必要があるため、１本の内視鏡を洗滌消毒する装
置よりも装置がコストアップしてしまう。
【００２１】
　本発明の目的は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、１本の内視鏡を洗滌消毒す
る内視鏡洗滌装置からポート数及び送気装置のスペックを変更することなく、コストアッ
プかつ工程時間の増大を防止して、２本の内視鏡がそれぞれ具備する管路径の異なる各管
路内を、同時かつ確実に除水し、乾燥することのできる内視鏡管路除水方法、内視鏡洗滌
消毒装置を提供するにある。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　上記目的を達成するため本発明による内視鏡管路除水方法は、内視鏡洗滌消毒装置に収
容された洗滌消毒後の２本の内視鏡にそれぞれ設けられている第１の管路内及び該第１の
管路よりも大径の第２の管路内をそれぞれエアの送気により除水する内視鏡管路除水方法
であって、２本の前記内視鏡の内、第１の内視鏡の前記第１の管路の接続口に、第１の分
岐管路の第１の流出側接続口を接続する手順と、前記第１の内視鏡の前記第２の管路の接
続口に、前記第１の分岐管路の第２の流出側接続口を接続する手順と、２本の前記内視鏡
の内、第２の内視鏡の前記第１の管路の接続口に、第２の分岐管路の第１の流出側接続口
を接続する手順と、前記第２の内視鏡の前記第２の管路の接続口に、前記第２の分岐管路
の第２の流出側接続口を接続する手順と、前記内視鏡洗滌消毒装置の第１のポートに前記
第１の分岐管路の流入側接続口を接続し、第２のポートに前記第２の分岐管路の流入側接
続口を接続する手順と、前記内視鏡洗滌消毒装置の送気装置を作動させ、前記第１のポー
ト及び前記第２のポートに前記エアを供給する手順と、前記内視鏡洗滌消毒装置の開閉弁
制御装置により、前記第１のポート及び前記第２のポートの開閉弁に対して、第１の時間
開成した後、第２の時間閉成する制御を複数回繰り返すことにより、前記第１のポート及
び前記第２のポートから前記エアを断続的に吐出させる手順と、を具備し、前記第１のポ
ート及び前記第２のポートから断続的に吐出する前記エアを、前記第１の分岐管路及び前
記第２の分岐管路を介して、前記第１の内視鏡及び前記第２の内視鏡の少なくとも各前記
第１の管路に送気することにより、少なくとも各前記第１の管路内を除水することを特徴
とする。
【００２３】
　また、内視鏡洗滌消毒装置は、第１の管路及び該第１の管路よりも大径の第２の管路が
それぞれ設けられている２本の内視鏡を装置本体にて洗滌消毒する内視鏡洗滌消毒装置に
おいて、２本の前記内視鏡の内、第１の内視鏡の前記第１の管路の接続口に第１の流出側
接続口が接続され、前記第１の内視鏡の前記第２の管路の接続口に第２の流出側接続口が
接続された第１の分岐管路と、２本の前記内視鏡の内、第２の内視鏡の前記第１の管路の
接続口に第１の流出側接続口が接続され、前記第２の内視鏡の前記第２の管路の接続口に
第２の流出側接続口が接続された第２の分岐管路と、前記第１の分岐管路の前記流入側接
続口が接続された前記装置本体の第１のポートと、前記第２の分岐管路の前記流入側接続
口が接続された前記装置本体の第２のポートと、前記第１のポート及び前記第２のポート
にエアを供給する送気装置と、前記エアを、前記第１のポート及び前記第２のポートから
吐出させるか否かを開閉により切り換える開閉弁と、前記開閉弁の開閉を制御する開閉弁
制御装置と、を具備し、前記開閉弁制御装置は、前記開閉弁に対して、第１の時間開成し
た後、第２の時間閉成する制御を複数回繰り返すことにより、前記第１のポート及び前記
第２のポートから断続的に吐出させた前記エアを、前記第１の分岐管路及び前記第２の分
岐管路を介して、前記第１の内視鏡及び前記第２の内視鏡の少なくとも各前記第１の管路
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に送気し、各前記第１の管路内を除水することを特徴とする。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、１本の内視鏡を洗滌消毒する内視鏡洗滌装置からポート数及び送気装
置のスペックを変更することなく、コストアップかつ工程時間の増大を防止して、２本の
内視鏡がそれぞれ具備する管路径の異なる各管路内を、同時かつ確実に除水し、乾燥する
ことのできる内視鏡管路除水方法、内視鏡洗滌消毒装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。  
　図１は、本発明の一実施の形態を示す内視鏡洗滌消毒装置の斜視図、図２は、図１の洗
滌消毒槽に２本の内視鏡が収容された状態を示す、トップカバーが開成された際の内視鏡
洗滌消毒装置の上面図、図３は、図２の２本の内視鏡の各管路接続口と送気送水／鉗子口
用ポートとの洗滌チューブを用いた接続状態を模式的に示す図である。
【００２６】
　図１に示すように、内視鏡洗滌消毒装置１は、使用済みの２本の内視鏡（以下、２本の
内視鏡をそれぞれ第１の内視鏡１００、第２の内視鏡１１０と称す）を、２本同時に洗滌
、消毒するための装置であり、洗滌装置本体（以下、単に装置本体と称す）２と、その上
部に、例えば図示しない蝶番を介して開閉自在に接続されたトップカバー３とにより、主
要部が構成されている。
【００２７】
　尚、内視鏡洗滌消毒装置１は、１本の内視鏡のみ、即ち、第１の内視鏡１００と第２の
内視鏡１１０とのいずれかのみを洗滌消毒することもできるが、本実施の形態においては
、２本同時に洗滌消毒する例を挙げて説明する。
【００２８】
　装置本体２とトップカバー３とは、装置本体２及びトップカバー３の互いに対向する位
置に配設された、例えばラッチ８により、閉成後施錠される構成となっている。
【００２９】
　装置本体２の操作者が近接する図１中前面（以下、前面と称す）であって、例えば左半
部の上部に、洗剤／アルコールトレー１１が、装置本体２の前方へ引き出し自在に配設さ
れている。
【００３０】
　洗剤／アルコールトレー１１には、第１の内視鏡１００及び第２の内視鏡１１０を洗滌
するに際し用いる液体である洗剤が注入されたタンク１１ａ、及び洗滌消毒後の内視鏡１
００を乾燥する際に用いられる液体であるアルコールが注入されたタンク１１ｂが収納さ
れており、洗剤／アルコールトレー１１が、引き出し自在なことにより、各タンク１１ａ
，１１ｂに、所定に液体が補充できるようになっている。
【００３１】
　尚、タンク１１ａに注入された洗剤は、後述する給水フィルタ１７（図４参照）により
濾過処理された水道水により所定の濃度に希釈される濃縮洗剤である。尚、本実施の形態
では、以下の説明において、前記洗剤と前記水道水との混合液を洗滌液という。
【００３２】
　また、洗剤／アルコールトレー１１には、窓部１１ｍが設けられており、該窓部１１ｍ
により、各タンク１１ａ，１１ｂに注入されている洗剤及びアルコールの残量が操作者に
よって確認できるようになっている。
【００３３】
　また、装置本体２の前面であって、例えば右半部の上部に、カセットトレー１２が、装
置本体２の前方へ引き出し自在に配設されている。カセットトレー１２には、内視鏡１０
０を消毒する際に用いる、液体である、過酢酸等の消毒液となる主剤が注入されたボトル
１２ａと、主剤の緩衝剤が注入されたボトル１２ｂとが収納されており、カセットトレー
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１２が、引き出し自在なことにより、ボトル１２ａ,１２ｂに、所定に液体が補充できる
ようになっている。
【００３４】
　さらに、装置本体２の前面であって、カセットトレー１２の上部に、洗滌消毒時間の表
示や、消毒液を加温するための指示釦等が配設されたサブ操作パネル１３が配設されてい
る。
【００３５】
　また、装置本体２の図中前面の下部に、装置本体２の上部に閉成されたトップカバー３
を、操作者の踏み込み操作により、装置本体２の上方に開成するためのペダルスイッチ１
４が配設されている。
【００３６】
　また、装置本体２の上面の、例えば操作者が近接する前面側の図中右端寄りに、装置本
体２の洗滌，消毒動作スタートスイッチ、及び洗滌，消毒モード選択スイッチ等の設定ス
イッチ類が配設されたメイン操作パネル２５が設けられている。
【００３７】
　また、装置本体２の上面であって、操作者が近接する前面に対向する背面側に、装置本
体２に水道水を供給するための、後述する水道蛇口５に接続された給水ホース３１ａ（い
ずれも図４参照）が接続される給水ホース接続口３１が配設されている。尚、給水ホース
接続口３１には、水道水を濾過するメッシュフィルタが配設されていてもよい。
【００３８】
　さらに、装置本体２の上面の略中央部に、上方に開口する内視鏡収容口をトップカバー
３によって開閉される、図２に示すように、第１の内視鏡１００及び第２の内視鏡１１０
が収容自在な洗滌消毒槽４が設けられている。洗滌消毒槽４は、槽本体５０と該槽本体５
０の内視鏡収容口の外周縁に連続して周設されたテラス部５１とにより構成されている。
【００３９】
　槽本体５０は、使用後の第１の内視鏡１００及び第２の内視鏡１１０が洗滌消毒される
際、該第１の内視鏡１００及び第２の内視鏡１１０が収容自在であり、槽本体５０の槽内
の面である底面５０ｔには、槽本体５０に供給された流体である、洗滌液，水，消毒液等
を、槽本体５０から排水するための排水口５５が設けられている。
【００４０】
　また、槽本体５０の槽内の面である周状の側面５０ｓの任意の位置に、槽本体５０に供
給された洗滌液，水，消毒液等を、槽本体５０から後述する手段を介して第１の内視鏡１
００及び第２の内視鏡１１０の内部に配設された後述する各管路に供給する、後述する給
水循環ノズル２４から槽本体５０に再度上記液体を供給するための循環口５６が設けられ
ている。尚、循環口５６には、洗滌液，水，消毒液等を濾過するフィルタが設けられてい
ても良い。
【００４１】
　また、この循環口５６は、槽本体５０の底面５０ｔに設けられていてもよい。循環口５
６が槽本体５０の底面５０ｔに設けられていれば、より早く水没するため、内視鏡１００
の各管路、または再度槽本体５０への、洗滌液，水，消毒液等の供給タイミングを早める
ことができる。さらに、使用者が循環口５６に設けられたフィルタ等を交換するに際し、
底面に設けられていると、操作者がアプローチしやすくなるといった利点がある。
【００４２】
　また、洗滌消毒槽４の槽本体５０の底面５０ｔの略中央には、内視鏡洗滌消毒装置１の
図示しない内部の給水管路に消毒液を供給し、この給水管路を消毒する給水管路消毒用ポ
ート７が配設されている。
【００４３】
　さらに、槽本体５０の底面５０ｔの略中央には、第１の内視鏡１００及び第２の内視鏡
１１０の各スコープスイッチ等の釦類、鉗子栓等を収容して、該釦類及び鉗子栓等を、第
１の内視鏡１００及び第２の内視鏡１１０と共に、洗滌消毒するための洗滌ケース６が配
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設されている。
【００４４】
　槽本体５０の側面５０ｓの任意の位置に、槽本体５０に供給された洗滌液、水、消毒液
等の水位を検出するカバー付き水位センサ３２が設けられている。
【００４５】
　洗滌消毒槽４のテラス部５１は、斜め上方に指向する傾斜面、具体的には、槽本体５０
の、例えば底面５０ｔに対して、規定の角度傾斜した周状のテラス面５１ｔを有して形成
されている。
【００４６】
　テラス部５１のテラス面５１ｔ以外の面、即ち槽本体５０の底面５０ｔと平行な面５１
ｆに、槽本体５０に対し、洗剤タンク１１ａから、後述する洗剤供給ポンプ４０（図４参
照）により、洗滌液を供給するための洗剤ノズル２２が配設されている。尚、洗剤ノズル
２２は、テラス面５１ｔに配設されていても良い。
【００４７】
　また、テラス部５１のテラス面５１ｔに、図示しない薬液タンク５８から、槽本体５０
に消毒液を供給するための消毒液ノズル２３が配設されている。
【００４８】
　さらに、テラス面５１ｔに、槽本体５０に対し、洗滌、あるいはすすぎに使用する水を
供給する、または槽本体５０の循環口５６から吸引した洗滌液，水，消毒液等を、再度槽
本体５０に供給するための給水循環ノズル２４が配設されている。尚、消毒液ノズル２３
、給水循環ノズル２４は、平行な面５１ｆに配設されていてもよい。
【００４９】
　また、テラス部５１のテラス面５１ｔの操作者用操作位置４ｋに対向する側に、第１の
内視鏡１００及び第２の内視鏡１１０の内部に設けられた後述する各管路に、洗滌液，水
，アルコール，消毒液、またはエア等の流体（以下、まとめて単に流体と称す）を供給す
るための２つのポート３３ａ、３３ｂからなる送気送水／鉗子口用ポート３３と、２つの
ポート３４ａ、３４ｂからなる副送水／鉗子起上用ポート３４と、２つの漏水検知用ポー
ト３５とが配設されている。尚、各ポート３３～３５の個数は、上述した個数に限定され
ない。
【００５０】
　また、２つのポート３３ａ、３３ｂからは、本発明の開閉弁を構成する後述するチャン
ネル電磁弁２８（図３、図４参照）により、同時または交互に流体が吐出できるようにな
っている。
【００５１】
　使用済みの第１の内視鏡１００が、洗滌消毒槽４に収容された際、図２、図３に示すよ
うに、第１のポートである送気送水／鉗子口用ポート３３ａには、流出側が２股に分岐さ
れた、例えばＹ字状の第１の分岐管路である第１の分岐チューブ１５０の流入側接続口１
５０ｃが接続される。
【００５２】
　第１の分岐チューブ１５０の第１の流出側接続口１５０ａは、第１の内視鏡１００の内
部に配設された第１の管路である送気送水管路（以下、ＡＷ管路と称す）１０１の外表面
の管路接続口９８に接続される。
【００５３】
　また、第１の分岐チューブ１５０の第２の流出側接続口１５０ｂは、第１の内視鏡１０
０の内部に配設されたＡＷ管路１０１よりも大径の（Ｒ１＜Ｒ２）第２の管路である、吸
引管路を兼ねた処置具挿通用管路（以下、Ｓ管路と称す）１０２の外表面の管路接続口９
９に接続される。
【００５４】
　また、使用済みの第２の内視鏡１１０が、洗滌消毒槽４に収容された際、図２、図３に
示すように、第２のポートである送気送水／鉗子口用ポート３３ｂには、流出側が２股に
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分岐された、例えばＹ字状の第２の分岐管路である第２の分岐チューブ１５１の流入側接
続口１５１ｃが接続される。
【００５５】
　第２の分岐チューブ１５１の第１の流出側接続口１５１ａは、第２の内視鏡１１０の内
部に配設された第１の管路であるＡＷ管路１１１の外表面の管路接続口１９８に接続され
る。
【００５６】
　また、第２の分岐チューブ１５１の第２の流出側接続口１５１ｂは、第２の内視鏡１１
０の内部に配設されたＡＷ管路１１１よりも大径の（Ｒ１＜Ｒ２）第２の管路である吸引
管路を兼ねたＳ管路１１２の外表面の管路接続口１９９に接続される。
【００５７】
　尚、第１の内視鏡１００及び第２の内視鏡１１０が、それぞれ副送水／鉗子起上用管路
を有している場合には、副送水／鉗子起上用ポート３４ａに、第１の内視鏡１００の副送
水／鉗子起上用管路の管路接続口に一端が接続された図示しない洗滌チューブの他端が接
続される。また、副送水／鉗子起上用ポート３４ｂにも、第２の内視鏡１１０の副送水／
鉗子起上用管路の管路接続口に一端が接続された図示しない洗滌チューブの他端が接続さ
れる。
【００５８】
　さらに、図２に示すよう、それぞれ、２つの漏水検知用ポート３５に、第１の内視鏡１
００の漏水検知用の接続口９７に一端が接続された図示しない洗滌チューブの他端と、第
２の内視鏡１１０の漏水検知用の接続口１９７に一端が接続された図示しない洗滌チュー
ブの他端とがそれぞれ接続される。
【００５９】
　次に、図１の内視鏡洗滌消毒装置１の内部構成について図４を用いて説明する。図４は
、図１の内視鏡洗滌消毒装置の内部構成を示す図である。尚、以下に示す内部構成におい
ては、上述した漏水検知用ポート３５と、該ポート３５に連通する回路等は、省略して記
載する。
【００６０】
　図４に示すように、内視鏡洗滌消毒装置１は、給水ホース接続口３１が給水ホース３１
ａの一端と接続され、この給水ホース３１ａの他端が外部の水道蛇口５に接続されること
により水道水が供給される。
【００６１】
　給水ホース接続口３１は、給水管路９の一端と連通している。この給水管路９は、他端
が３方電磁弁１０に接続されており、管路の中途において、給水ホース接続口３１側から
順に、給水電磁弁１５、逆止弁１６及び給水フィルタ１７が介装されている。
【００６２】
　尚、給水フィルタ１７は、定期的に交換できるように、カートリッジタイプの濾過フィ
ルタから構成されている。上述したように、水道水は、給水フィルタ１７を通過すること
により異物除去される。
【００６３】
　３方電磁弁１０は、流液管路１８の一端と接続されており、給水管路９の給水循環ノズ
ル２４との連通、または流液管路１８との連通を内部の弁によって切換る動作を行う。つ
まり、給水循環ノズル２４は、３方電磁弁１０の切換動作により、給水管路９または流液
管路１８のどちらか一方と連通する。また、流液管路１８の他端側には、流液ポンプ１９
が介装されている。
【００６４】
　洗滌消毒槽４に配設された循環口５６は、循環管路２０の一端に接続されている。循環
管路２０の他端は、流液管路１８の他端及びチャンネル管路２１の一端と連通するように
、２つに分岐している。
【００６５】
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　チャンネル管路２１の他端は、上述した各送気送水／鉗子口用ポート３３ａ、３３ｂ及
び各副送水／鉗子起上用ポート３４ａ、３４ｂに連通している。
【００６６】
　チャンネル管路２１には、該管路の中途において、一端側から順に、チャンネルポンプ
２６、逆止弁１２１、チャンネルブロック２７、ＣＨ（チャンネル）電磁弁２８及び逆止
弁２９、１２９が介装されている。
【００６７】
　ＣＨ電磁弁２８は、チャンネルポンプ２６により送水された洗滌液、消毒液等の流液を
、送気送水／鉗子口用ポート３３と副送水／鉗子起上用ポート３４とに同時に送水する、
または副送水／鉗子起上用ポート３４のみに送水する。また、ＣＨ電磁弁２８は、後述す
るエアポンプ４５から送気されたエアを、同時に送気する、または副送水／鉗子起上用ポ
ート３４のみに送気する。
【００６８】
　即ち、ＣＨ電磁弁２８が開成しているときは、送気送水／鉗子口用ポート３３、副送水
／鉗子起上用ポート３４に流液またはエアが送気、送水され、ＣＨ電磁弁２８が閉成して
いるときのみ、副送水／鉗子起上用ポート３４に流液またはエアが送気、送水されるよう
になっている。
【００６９】
　尚、ＣＨ電磁弁２８は、本発明の開閉弁を構成している。また、ＣＨ電磁弁２８は、後
述する制御部７０の開閉制御により、開閉するようになっている。
【００７０】
　チャンネルブロック２７とＣＨ電磁弁２８の間におけるチャンネル管路２１には、洗滌
ケース６と一端が接続されているケース用管路３０の他端が接続されている。このケース
用管路３０には、リリーフ弁３６が介装されている。
【００７１】
　また、洗滌消毒槽４に設置された給水管路消毒用ポート７には、消毒用管路３７の一端
が接続されており、この消毒用管路３７の他端は給水フィルタ１７と逆止弁１６との間に
おいて、給水管路９に接続されている。また、消毒用管路３７には、給水管路消毒用ポー
ト７側に逆止弁３８が介装されている。
【００７２】
　洗剤ノズル２２は、洗滌剤管路３９の一端と接続されており、洗滌剤管路３９の他端は
、洗剤タンク１１ａに接続されている。この洗滌剤管路３９には、その中途に洗剤供給ポ
ンプ４０が介装されている。
【００７３】
　アルコールタンク１１ｂは、アルコール管路４１の一端と接続されており、このアルコ
ール管路４１はチャンネル管路２１と所定に連通するように、チャンネルブロック２７に
接続されている。このアルコール管路４１には、アルコールタンク１１ｂ側にアルコール
供給ポンプ４２と、チャンネルブロック２７側に電磁弁４３とが介装されている。
【００７４】
　また、チャンネルブロック２７には、送気装置であるコンプレッサ等から構成されたエ
アポンプ４５からのエアを供給するためのエア管路４４の一端が所定にチャンネル管路２
１と連通するように接続されている。
【００７５】
　このエア管路４４は、他端がエアポンプ４５に接続されており、チャンネルブロック２
７側に逆止弁４７と、エアポンプ４５側に定期的に交換されるエアフィルタ４６とが介装
されている。
【００７６】
　洗滌消毒槽４の排水口５５には、弁の切換動作により、外部へ洗滌液等を排出したり、
薬液タンク５８に消毒液を回収したりするための切換弁５７が配設されている。この切換
弁５７は、外部排水口へ接続される不図示の排水ホースと一端が接続されて連通する排水
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管路５９の他端と接続されており、この排水管路５９には排水ポンプ６０が介装されてい
る。また、切換弁５７は、薬液回収管路６１の一端と接続され、この薬液回収管路６１の
他端は薬液タンク５８に接続されている。
【００７７】
　薬液タンク５８は、消毒液等の主剤が注入されたボトル１２ａと、主剤の緩衝剤が注入
されたボトル１２ｂとから混合された消毒液が供給されるように、薬液供給管路６２の一
端とも接続されている。この薬液供給管路６２の他端は、カセットトレー１２に所定に接
続されている。
【００７８】
　また、薬液タンク５８内には、一端に吸引フィルタ６３が設けられた薬液管路６４の一
端部分が所定に収容されている。この薬液管路６４は、他端が消毒液ノズル２３に接続さ
れており、中途位置に薬液ポンプ６５が介装されている。
【００７９】
　尚、槽本体５０の底面５０ｔの背面には、複数の、例えば２つの超音波振動子５２と、
ヒータ５３とが配設されている。尚、超音波振動子５２の個数は２個に限定されない。ま
た、ヒータ５３の温度調節のため、洗滌消毒槽４の底面５０ｔの略中央には、制御部７０
に検知結果を供給する温度検知センサ５３ａが設けられている。
【００８０】
　このヒータ５３は、洗滌消毒槽４内に貯留され、装置内を循環する消毒液を所定の温度
に加温するためのものである。尚、消毒液には、その消毒効果が最も期待できる適正温度
があるが、該適正温度である前記所定の温度までヒータ５３によって消毒液が加温される
ことにより、第１の内視鏡１００及び第２の内視鏡１１０は、有効的に消毒される。
【００８１】
　また、温度検知センサ５３ａは、洗滌消毒槽４内に貯留され、装置内を循環する消毒液
の液温を検知し、その検知結果を制御部７０へ供給する。そして、制御部７０は、温度検
知センサ５３ａからの検知結果に基づいて、消毒液を前記所定の温度に保つように、ヒー
タ５３を駆動、停止する制御を行う。
【００８２】
　さらに、内視鏡洗滌消毒装置１の内部には、外部のＡＣコンセントから電力が供給され
る電源７１と、この電源７１と電気的に接続される制御部７０とが設けられている。この
制御部７０は、図１に示したメイン操作パネル２５及びサブ操作パネル１３からの各種信
号が供給されると、上述した各ポンプ、各電磁弁などを駆動制御する。
【００８３】
　尚、以下、本実施の形態においては、制御部７０は、上述した各電磁弁の内、特にＣＨ
電磁弁２８の開閉を制御する開閉弁制御装置を構成しているものとして説明する。また、
制御部７０は、後述するが、ＣＨ電磁弁２８を間欠的に開閉することにより、送気送水／
鉗子口用ポート３３ａ、３３ｂからエアポンプ４５から送気されたエアを断続的に吐出さ
せる制御、またはＣＨ電磁弁２８を設定時間に開成することにより、送気送水／鉗子口用
ポート３３ａ、３３ｂからエアを設定時間吐出させる制御を行う。
【００８４】
　また、その他の内視鏡洗滌消毒装置１の詳しい構成は、従来のものと同様であるため、
その説明は省略する。
【００８５】
　次に、このように構成された内視鏡洗滌消毒装置１の作用について、上述した図１～図
４、及び図５、図６を用いて説明する。図５は、図４の制御部によりＣＨ電磁弁を間欠的
に開閉する時間を５パターン示すタイミングチャート、図６は、図５のＣＨ電磁弁の５パ
ターンの開閉制御に伴う、乾燥処理後の各内視鏡のＡＷ管路及びＳ管路内の残水量を示す
図表である。
【００８６】
　尚、以下に示す、内視鏡洗滌消毒装置１の作用は、第１の内視鏡１００及び第２の内視
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鏡１１０の各ＡＷ管路１０１、１１１、各Ｓ管路１０２、１１２内を、洗滌消毒後、除水
により乾燥させる乾燥処理工程以外は、周知であるため、その詳細な説明は省略する。
【００８７】
　先ず、上述した図２に示すように、第１の内視鏡１００及び第２の内視鏡１１０を、洗
滌消毒装置１の洗滌消毒槽４に収納した後、図２、図３に示すように、送気送水／鉗子口
用ポート３３ａに、流出側が２股に分岐された第１の分岐チューブ１５０の流入側接続口
１５０ｃを接続する。
【００８８】
　また、第１の分岐チューブ１５０の第１の流出側接続口１５０ａを、第１の内視鏡１０
０の内部に配設されたＡＷ管路１０１の外表面の管路接続口９８に接続し、第２の流出側
接続口１５０ｂを、第１の内視鏡１００の内部に配設されたＳ管路１０２の外表面の管路
接続口９９に接続する。
【００８９】
　また、送気送水／鉗子口用ポート３３ｂに、流出側が２股に分岐された第２の分岐チュ
ーブ１５１の流入側接続口１５１ｃを接続し、第２の分岐チューブ１５１の第１の流出側
接続口１５１ａを、第２の内視鏡１１０の内部に配設されたＡＷ管路１１１の外表面の管
路接続口１９８に接続し、第２の流出側接続口１５１ｂを、第２の内視鏡１１０の内部に
配設されたＳ管路１１２の外表面の管路接続口１９９に接続する。
【００９０】
　その後、トップカバー３を、装置本体２に対して閉成し、装置本体２の上述したメイン
操作パネル２５のスタートスイッチ等が操作されると、第１の内視鏡１００及び第２の内
視鏡１１０の外表面及び各ＡＷ管路１０１、１１１内、各Ｓ管路１０２、１１２内が２本
同時に洗滌消毒される。尚、洗滌消毒の際の、内視鏡洗滌消毒装置１の内部の動作は周知
であるため、その説明は省略する。
【００９１】
　その後、第１の内視鏡１００及び第２の内視鏡１１０の各ＡＷ管路１０１、１１１内、
及び各Ｓ管路１０２、１１２内を２本同時に乾燥させるため、先ず、制御部７０は、エア
ポンプ４５を駆動させる。その結果、エアポンプ４５から高圧のエアが、エア管路４４を
介して、送気送水／鉗子口用ポート３３ａ、３３ｂに供給される。
【００９２】
　その後、エアポンプ４５から高圧のエアが供給されている状態で、制御部７０は、ＣＨ
電磁弁２８を間欠的に開閉させる制御を行う。具体的には、図５のパターンシーケンス３
に示すように、制御部７０は、ＣＨ電磁弁２８を、３秒開成し２秒閉成する制御を、例え
ば９回繰り返して行う。
【００９３】
　このことにより、送気送水／鉗子口用ポート３３ａ、３３ｂから、エアが断続的に送気
され、該断続的に送気されたエアは、第１の分岐チューブ１５０を介して、第１の内視鏡
１００のＡＷ管路１０１、Ｓ管路１０２に送気されるとともに、第２の分岐チューブ１５
１を介して、第２の内視鏡１１０のＡＷ管路１１１、Ｓ管路１１２に送気される。その結
果、各ＡＷ管路１０１、１１１内、各Ｓ管路１０２、１１２内の水が、断続的に移動する
ことにより除水される乾燥処理が行われる。尚、この作用は、アルコールフラッシュ時の
アルコール除水でも同じ効果がある。
【００９４】
　ここで、制御部７０が、ＣＨ電磁弁２８を３秒開成し２秒閉成する間欠的な制御を行う
のは、上述したように、ＡＷ管路１０１、１１１は、Ｓ管路１０２、１１２よりも管路径
が小径（Ｒ１＜Ｒ２）なため、送気送水／鉗子口用ポート３３ａ、３３ｂに、それぞれ第
１の内視鏡１００及び第２の内視鏡１１０をつなぎ、従来、１本の内視鏡の乾燥に用いて
いた、図５のパターンシーケンス１に示すようなＣＨ電磁弁２８を連続的に１５秒開成さ
せるシーケンスを用いて、送気送水／鉗子口用ポート３３ａ、３３ｂからエアを吐出させ
ると、管路抵抗の小さい大径のＳ管路１０２、１１２にばかりにエアが供給され、管路抵
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抗の大きい小径のＡＷ管路１０１、１１１にはエアが供給され難くなってしまうからであ
る。
【００９５】
　これは、図６に示すように、乾燥後、パターンシーケンス１では、第１の内視鏡１００
のＡＷ管路１０１に４ｍｌの残水が残るのに対し、Ｓ管路１０２には０．７ｍｌの残水し
か残らないこと、また、第２の内視鏡１１０のＡＷ管路１１１に３ｍｌの残水が残るのに
対し、Ｓ管路１１２には、１．１ｍｌの残水しか残らないという実験結果からも、エアの
送気が各Ｓ管路１０２、１１２に偏って送気されてしまうことが分かる。
【００９６】
　また、ＡＷ管路及びＳ管路双方に残水する残水量が３ｍｌ以下となると、管路内の乾燥
に問題無いと規定すると、図６に示すように、パターンシーケンス１では、第１の内視鏡
１００では、４．７ｍｌの残水が残り、第２の内視鏡１１０では、４．１ｍｌの残水が残
るため、連続的にＣＨ電磁弁２８を開成させるパターンシーケンス１では、各管路内を十
分除水、乾燥できないことがわかる。
【００９７】
　尚、１５秒よりも長くＣＨ電磁弁２８を開成すれば、各管路内を十分除水させることは
可能ではあるが、乾燥工程に時間がかかってしまうため好ましくない。また、エアポンプ
４５に、送気圧力を上げたものを用いれば、各管路内を十分除水させることは可能ではあ
るが、コストが増大してしまうためこの場合も好ましくない。
【００９８】
　よって、制御部７０が、ＣＨ電磁弁２８を３秒開成し２秒閉成する間欠的な制御を行う
のは、第１の内視鏡１００及び第２の内視鏡１１０の管路径の小さい各ＡＷ管路１０１、
１１１内を積極的に除水するためである。
【００９９】
　制御部７０が、ＣＨ電磁弁２８を３秒開成し２秒閉成する間欠的な制御を９回行うと、
第１の内視鏡１００及び第２の内視鏡１１０の各ＡＷ管路１０１、１１１内、各Ｓ管路１
０２、１１２内を十分乾燥させることができるのは、閉成されていたＣＨ電磁弁２８を開
成した直後のエアの送気圧力が急激に高くなることを利用して、小径の各ＡＷ管路１０１
、１１１内が確実に除水できた図６に示す実験結果に基づくものである。
【０１００】
　これは、図６のパターンシーケンス３に示すように、第１の内視鏡１００では、１．９
ｍｌの残水しか残らず、また、第２の内視鏡１１０でも、２．６ｍｌの残水しか残らない
ことから、規定の３ｍｌ以下を十分満たすため、２本の内視鏡を同時に乾燥処理しても、
エアポンプ４５の送気能力が１本の内視鏡を乾燥処理する場合と同じであっても、パター
ンシーケンス３で各管路内を十分除水できることがわかる。
【０１０１】
　また、パターンシーケンス３では、第１の内視鏡１００のＡＷ管路１０１も、１．６ｍ
ｌの残水しか残らず、第２の内視鏡１１０のＡＷ管路１１１も２．３ｍｌの残水しか残ら
ないことから、小径のＡＷ管路１０１、１１１もパターンシーケンス３で各管路内を十分
除水できることがわかる。
【０１０２】
　尚、ＣＨ電磁弁２８を３秒開成し２秒閉成する間欠的な制御を９回に規定したのは、図
５のパターンシーケンス２に示すように、６回に規定すると、図６に示すように、第１の
内視鏡１００では、３．８ｍｌの残水が残り、第２の内視鏡１１０でも、３．７ｍｌの残
水が残ってしまうためである。
【０１０３】
　また、図５のパターンシーケンス５に示すように、７回に規定すると、図６に示すよう
に、第１の内視鏡１００では、１．６ｍｌの残水しか残らないが、第２の内視鏡１１０で
は、３．３ｍｌの残水が残ってしまうためである。
【０１０４】
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　さらに、図５のパターンシーケンス４に示すように、８回に規定すると、図６に示すよ
うに、第１の内視鏡１００では、２．７ｍｌの残水しか残らないが、第２の内視鏡１１０
では、３．５ｍｌの残水が残ってしまい、いずれの場合も、残水量が規定の３ｍｌ以下を
満たさないためである。
【０１０５】
　尚、制御部７０は、ＣＨ電磁弁２８の開閉を間欠的に制御し、各ＡＷ管路１０１、１１
１内を積極的に除水した後、ＣＨ電磁弁２８を設定時間、例えば１５秒開成して、第１の
内視鏡１００及び第２の内視鏡の各ＡＷ管路１０１、１１１よりも管路抵抗の小さい、各
Ｓ管路１０２、１１２内に、高圧のエアを連続的に送気することにより、各Ｓ管路１０２
、１１２内をさらに除水してもよい。
【０１０６】
　このように、本実施の形態においては、第１の内視鏡１００及び第２の内視鏡１１０の
各ＡＷ管路１０１、１１１内、各Ｓ管路１０２、１１２内を除水して乾燥させる際、制御
部７０は、ＣＨ電磁弁２８を３秒開成し２秒閉成する間欠的な制御を９回行うと示した。
【０１０７】
　このことによれば、第１の内視鏡１００及び第２の内視鏡１１０を同時に除水処理した
としても、各Ｓ管路１０２、１１２に比べ、管路径の小さい各ＡＷ管路１０１、１１１内
をも確実に除水することができる。
【０１０８】
　よって、１本の内視鏡を洗滌消毒する内視鏡洗滌装置から送気送水／鉗子口用ポート数
及びエアポンプ４５のスペックを変更することなく、コストアップかつ工程時間の増大を
防止して、２本の内視鏡がそれぞれ具備する管路径の異なる各管路内を、同時かつ確実に
除水し、乾燥することのできる内視鏡管路除水方法、内視鏡洗滌消毒装置を提供すること
ができる。
【０１０９】
　尚、本実施の形態においては、ＣＨ電磁弁２８を３秒開成し２秒閉成する間欠的な制御
を９回行うと示したが、工程時間を考慮しなければ、９回以上行ってもよいことは勿論で
ある。また、間欠的な制御であれば、ＣＨ電磁弁２８の開閉時間は、３秒、２秒に限定さ
れないことは云うまでもない。
【０１１０】
　図７は、図１の洗滌ケースの拡大斜視図、図８は、図７の洗滌ケースの蓋を開成した状
態を示す図、図９は、従来の図４のケース用管路の流液吐出口を洗滌ケースとともに示す
部分断面図である。
【０１１１】
　また、図１０は、従来の流液吐出口から流液を吐出させた際の、２本の内視鏡の各種釦
類の洗滌ケース内における配置位置を上方から見て示す上面図、図１１は、流液吐出口を
垂直方向から２０°傾けて４つ開口した場合のケース用管路の流液吐出口を洗滌ケースと
ともに示す部分断面図、図１２は、図１１の流液吐出口を上方から見た正面図である。
【０１１２】
　ところで、上述したように、洗滌消毒装置１の装置本体２の洗滌消毒槽４において、第
１の内視鏡１００及び第２の内視鏡１１０の外表面及び、各ＡＷ管路１０１、１１１内、
各Ｓ管路１０２、１１２内を洗滌消毒する際、第１の内視鏡１００及び第２の内視鏡１１
０から取り外した、各スコープスイッチ等の送気送水用釦（以下、ＡＷ釦と称す）１６２
、吸引用釦（以下、Ｓ釦と称す）１６１等の釦類及び、Ｓ管路１０２、１１２の各管路接
続口９９、１９９から抜去した鉗子栓１６３は、図７に示す洗滌ケース６内に、蓋体６ｔ
を開閉することにより、図８に示すように収容されて洗滌消毒される。
【０１１３】
　詳しくは、洗滌消毒槽４の循環口５６から、チャンネルポンプ２６により、循環管路２
０、チャンネル管路２１内に吸引された洗滌液または消毒液等の流液Ｗは、ＣＨ電磁弁２
８が閉成されている際は、チャンネルブロック２７を介して、ケース用管路３０の洗滌ケ
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ース６内に開口する、例えば開口径Ｒ３＝φ５．６ｍｍの１つの流液吐出口３０ｋから、
洗滌ケース６内に噴出され、その結果、洗滌消毒液に浸漬されたＡＷ釦１６２、Ｓ釦１６
１及び鉗子栓１６３が洗滌消毒される。尚、この際、超音波振動子５２が超音波振動する
ことにより、より確実にＡＷ釦１６２、Ｓ釦１６１及び鉗子栓１６３が洗滌される。
【０１１４】
　尚、流液Ｗが洗滌ケース６内に噴出された際、該流液Ｗにより洗滌ケース６内に収容さ
れたＡＷ釦１６２、Ｓ釦１６１及び鉗子栓１６３は回転する。このことにより、ＡＷ釦１
６２、Ｓ釦１６１及び鉗子栓１６３の外表面に付着した気泡が除去されるため、消毒の際
、ＡＷ釦１６２、Ｓ釦１６１及び鉗子栓１６３が効率良く洗滌されるようになっている。
【０１１５】
　ここで、従来、流液吐出口３０ｋは、図９に示すように、洗滌消毒槽４の槽本体５０の
底面５０ｔに対し垂直方向上方を指向するよう開口されていたため、即ち、流液Ｗが垂直
方向上方に吐出するよう開口されていたため、図９に示す洗滌ケース６内の流液吐出口３
０ｋ周辺の領域６ａにおける流液Ｗの流量が、構造上弱くなってしまうといった問題があ
った。
【０１１６】
　ところで、上述したように、内視鏡洗滌消毒装置１において、第１の内視鏡１００及び
第２の内視鏡１１０を、即ち２本の内視鏡を洗滌消毒する場合、各内視鏡１００、１１０
から取り外されるＡＷ釦１６２、Ｓ釦１６１及び鉗子栓１６３の量は、１本の内視鏡を洗
滌消毒する場合よりも２倍、即ち計６個となるため、計６個のＡＷ釦１６２、Ｓ釦１６１
及び鉗子栓１６３を洗滌ケース６内に収容して、洗滌消毒を行うことになる。
【０１１７】
　この際、洗滌ケース６内に収容されるＡＷ釦１６２、Ｓ釦１６１及び鉗子栓１６３が増
えた為、計６個のＡＷ釦１６２、Ｓ釦１６１及び鉗子栓１６３は、図１０に示すように、
上述した、洗滌ケース６内における流液Ｗの流量が弱い領域６ａに密集して収まってしま
い、計６個のＡＷ釦１６２、Ｓ釦１６１及び鉗子栓１６３が回転しなくなってしまう、ま
たは弱い回転となってしまうことから、気泡の除去が難しくなってしまうといった問題が
あった。
【０１１８】
　このような問題に鑑み、流液吐出口３０ｋの開口径を絞り、流液Ｗの流速を上げて、計
６個のＡＷ釦１６２、Ｓ釦１６１及び鉗子栓１６３を強制的に回転させることも考えられ
るが、流速が大きくなると、計６個のＡＷ釦１６２、Ｓ釦１６１及び鉗子栓１６３の耐久
性が低下してしまう。また、チャンネルポンプ２６の能力を、従来よりも高いものを用い
ると、コストアップしてしまうといった問題もある。
【０１１９】
　以上の問題に鑑み、２本分の内視鏡の計６個のＡＷ釦１６２、Ｓ釦１６１及び鉗子栓１
６３を、耐久性を保持しつつ、製造装置のコストアップをせずに、洗滌ケース６内におい
て回転させ気泡を除去し、確実に洗滌消毒ができるように、図１２に示すように、ケース
用管路３０の流液吐出口３０ｋを、等間隔に４つ設けるとともに、各４つの流液吐出口３
０ｋを、垂直方向に対して、１０°～３０°の角度、例えば２０°の角度で傾いて上方に
指向するように開口し、また、各４つの流液吐出口３０ｋの開口径Ｒ４を、φ２．４ｍｍ
とした。
【０１２０】
　このことにより、各４つの流液吐出口３０ｋから、流液Ｗは、放射状に吐出されるため
、領域６ａにおける水流が強くなり、確実に、計６個のＡＷ釦１６２、Ｓ釦１６１及び鉗
子栓１６３が回転される。
【０１２１】
　尚、各４つの流液吐出口を垂直方向に対し１０～３０°の角度で傾いて上方に指向する
ように開口したのは、該１０～３０°より広い角度でも狭い角度でも、領域６ａにおける
水流が弱くなり、計６個のＡＷ釦１６２、Ｓ釦１６１及び鉗子栓１６３の回転が弱くなっ
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てしまうためである。
【０１２２】
　また、各４つの流液吐出口３０ｋの開口径Ｒ４を、φ２．４ｍｍとしたのは、従来の開
口径Ｒ３＝φ５．６ｍｍだと、流液吐出口を４つ開口した場合、流速が弱くなってしまう
ためである。また、開口径Ｒ４をφ２．４ｍｍ以下にすると、領域６ａにおける流速が強
くなり過ぎて、ＡＷ釦１６２、Ｓ釦１６１及び鉗子栓１６３の耐久性が低下してしまうた
めである。よって、開口径Ｒ４は、φ２．４ｍｍ～φ５．６ｍｍの間の径で形成すればよ
い。
【０１２３】
　以上のように、流液吐出口３０ｋを開口すれば、洗滌消毒装置１がコストアップをせず
に、２本分の内視鏡の計６個のＡＷ釦１６２、Ｓ釦１６１及び鉗子栓１６３の耐久性を保
持しつつ、計６個のＡＷ釦１６２、Ｓ釦１６１及び鉗子栓１６３を洗滌ケース６内におい
て回転させることで、気泡を除去し、確実に洗滌消毒することができる。
【０１２４】
　図１３は、図１の装置本体の内部構造を、収容物を有しない状態で、左側面側の外装部
材を外して示す斜視図、図１４は、図１の装置本体の内部構造を、収容物を有しない状態
で、右側面側の外装部材を外して示す斜視図である。
【０１２５】
　また、図１５は、図１の装置本体の前面側の内部構造を、収容物を有しない状態で示す
部分斜視図、図１６は、図１の装置本体の背面側の内部構造を、収容物を有しない状態で
示す部分斜視図、図１７は、図１３の装置本体の載置板に載置された図５の薬液タンクの
上面の構造を示す部分斜視図である。
【０１２６】
　ところで、内視鏡洗滌消毒装置１の装置本体２は、操作者が近接する前面Ｆ側、背面Ｂ
側、右側面Ｒ側、左側面Ｌ側が、それぞれ板状の外装部材１２０Ｆ、１２０Ｂ、１２０Ｒ
、１２０Ｌで覆われている。尚、以下、装置本体２の外装部材１２０Ｆ側を前方、外装部
材１２０Ｂ側を後方、外装部材１２０Ｒ側を右方、外装部材１２０Ｌ側を左方と称す。
【０１２７】
　具体的には、図１３～図１６に示すように、装置本体２は、該装置本体２の上部と下部
とにおいて、前面Ｆ側と背面Ｂ側とを連結する方向にそれぞれ延在する複数本の裄支柱２
ｙと、装置本体２の上部と下部とにおいて、右側面Ｒ側と左側面Ｌ側とを連結する方向に
それぞれ延在する複数本の横支柱２ｋと、装置本体２の上部と下部とを連結する方向にそ
れぞれ延在する複数本の縦支柱２ｔとにより骨組みが構成されている。
【０１２８】
　前面側の外装部材１２０Ｆは、前面Ｆ側の上部と下部との２本の横支柱２ｋと３本の縦
支柱２ｔとに固定自在であり、また、背面側の外装部材１２０Ｂは、背面Ｂ側の上部と下
部との２本の横支柱２ｋと３本の縦支柱２ｔとに固定自在である。
【０１２９】
　また、右側面側の外装部材１２０Ｒは、右側面Ｒ側の上部と下部との２本の裄支柱２ｙ
と２本の縦支柱２ｔとに固定自在であり、また、左側面Ｌ側の外装部材１２０Ｌは、左側
面Ｌ側の上部と下部との２本の裄支柱２ｙと２本の縦支柱２ｔとに固定自在である。
【０１３０】
　また、４つの外装部材１２０Ｆ、１２０Ｂ、１２０Ｒ、１２０Ｌで覆われた装置本体２
の内部には、上述した図４に示したように、洗滌水や消毒液等が流れる複数の管路が収容
されている。
【０１３１】
　ここで、複数の管路が何らかの原因で破損し、該複数の管路から水漏れが発生した場合
、通常、装置本体２においては、漏れた洗滌水、消毒液等（以下、漏液と称す）Ｔは、図
１３に示すように、装置本体２の下部の２本の裄支柱２ｙと２本の横支柱２ｋとに固定さ
れた底面のドレーンパン１７３に溜まるようになっている。
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【０１３２】
　また、ドレーンパン１７３に溜まった漏液Ｔが一定量以上になると、ドレーンパン１７
３またはドレーンパン１７３の近傍に設けられた水漏れ検知センサがオンとなり、該検知
信号を受けて、これ以上、装置本体２内において水漏れが発生しないように、制御部７０
（図４参照）が、給水電磁弁１５（図４参照）を閉成する制御を行う。
【０１３３】
　その後、制御部７０により、警告表示等がサブ操作パネル１３（図１参照）等に表示さ
れることにより、ユーザにより連絡を受けたサービスマン等により、ドレーンパン１７３
に設けられた図示しない栓が開けられ、該ドレーンパン１７３から漏液Ｔが抜き取られる
ようになっている。
【０１３４】
　しかしながら、複数の管路から漏液Ｔが漏れた際、該漏れた漏液Ｔの全てが、ドレーン
パン１７３に集められるとは限らない。具体的には、例えば外装部材１２０Ｌの内面に付
着し、該外装部材１２０Ｌの内面を伝って落ちる漏液Ｔは、外装部材１２０Ｌの内面の下
部と左側面Ｌ側の裄支柱２ｙとの間の間隙から、装置本体２外に漏れてしまう場合がある
。また、ドレーンパン１７３に集められずに、装置本体２内のドレーンパン１７３以外の
至るところに、漏液Ｔが飛散、残留してしまう場合がある。
【０１３５】
　これらの場合、上述した水漏れ検知センサが、漏液Ｔの漏れ量を正確に検知できないと
いった問題がある他、飛散した漏液Ｔにより装置本体２内に収容された電気部品が故障し
てしまう場合もある。
【０１３６】
　さらには、薬液ボトル１２ａ内には、希釈前の消毒液が入っているため、薬液ボトル１
２ａをカセットトレー１２に収納する際、消毒液を漏らすと、濃度の濃い消毒液が、装置
本体２内に残留するか、装置本体２外に漏れてしまう場合がある。
【０１３７】
　よって、装置本体２内において、複数の管路から漏液Ｔが漏れたとしても、該漏液Ｔを
装置本体２外に漏らさず、かつ確実にドレーンパン１７３のみに誘導する構成が望まれて
いた。
【０１３８】
　このような事情に鑑み、本実施の形態の洗滌消毒装置１の装置本体２には、図１３に示
すように、装置本体２の外装部材１２０Ｌの内面の、固定後にドレーンパン１７３の上方
近傍に位置する前面Ｆ側と背面Ｂ側とを結ぶ領域に、外装部材１２０Ｌの内面に対し直角
な方向から、下方に約２０°傾斜して、ドレーンパン１７３側に、例えば２０ｍｍ突出し
た突き出し部１７１ｔを有するＬ字状の突き出し板１７１が設けられている。尚、突き出
し板１７１は、前面Ｆ側と背面Ｂ側とを結ぶレール状を有しており、突き出し部１７１ｔ
を除く固定部１７１ｋが、外装部材１２０Ｌの内面に対し固定されている。
【０１３９】
　このことにより、複数の管路から飛散し、外装部材１２０Ｌの内面に付着した漏液Ｔは
、図１３に示すように、外装部材１２０Ｌの内面を伝って落下した後、突き出し板１７１
の突き出し部１７１ｔにより、ドレーンパン１７３に確実に誘導される。
【０１４０】
　また、この際、突き出し板１７１の固定部１７１ｋの上辺と外装部材１２０Ｌの内面と
の間の間隙に、該間隙を埋めるシール材１７２が塗布されていることから、外装部材１２
０Ｌを伝って落下した漏液Ｔが、両者の間隙を通過してしまうことがない。即ち、漏液Ｔ
が、外装部材１２０Ｌの内面と裄支柱２ｙとの間から装置本体２外に漏れてしまうことが
ない。
【０１４１】
　図１４に示すように、装置本体２の右側面Ｒ側の下部であって、前面Ｆ側及び背面Ｂ側
を結ぶ領域には、各種電気部品を収納するための領域である電気部品収納部１７５が設け



(18) JP 4633640 B2 2011.2.16

10

20

30

40

50

られている。
【０１４２】
　電気部品収納部１７５の上部に、該上部を覆うとともに、上述した薬液タンク５８が載
置される載置板１７４が、前面Ｆ側及び背面Ｂ側の縦支柱２ｔに、ドレーンパン１７３と
平行に固定されている。尚、載置板１７４は、ドレーンパン１７３から所定の高さの位置
に固定されている。
【０１４３】
　電気部品収納部１７５の、ドレーンパン１７３側の面は、即ち、図１３、図１４中左側
の面は、ドレーンパン１７３の図中右側端部と載置板１７４の図中左側端部とを、前面Ｆ
側と背面Ｂ側とを結ぶ方向に沿って高さ方向に連結する、ドレーンパン１７３に垂直な縦
板１７８により覆われている。この載置板１７４、縦板１７８により、装置本体２の内部
側から、漏液Ｔが電気部品収納部１７５に収納された電気部品に付着してしまうことが防
止される。
【０１４４】
　図１７に示すように、載置板１７４に載置される薬液タンク５８の上面５８ｊの、装置
本体２の前方側に、薬液タンク５８の右方と左方とを結ぶ幅方向側に沿って、所定の高さ
を有する山部５８ｙが形成されている。また、薬液タンク５８の上面５８ｊの山部５８ｙ
の後方側近傍に、薬液タンク５８の幅方向に沿った溝部５８ｍが形成されている。
【０１４５】
　このことにより、薬液タンク５８の上面５８ｊに、漏液Ｔが付着したとしても、該漏液
Ｔは、溝部５８ｍにより、外装部材１２０Ｒまたはドレーンパン１７３のみに誘導される
。また、漏液Ｔは山部５８ｙを乗り越えられないことから、上面５８ｊの漏液Ｔが薬液タ
ンク５８の前方から垂れることがない。
【０１４６】
　さらに、山部５８ｙと溝部５８ｍとは、薬液ボトル１２ａがカセットトレー１２にセッ
トされた際、薬液ボトル１２ａの注入口１２ａｋ図２２参照）と装置本体２の前面Ｆ側の
支柱２ｔとの間に位置されることから、薬液ボトル１２ａから、直接薬液タンク５８の上
面５８ｊに落下した原液の消毒液も、山部５８ｙ及び溝部５８ｍにより、確実に、外装部
材１２０Ｒまたはドレーンパン１７３のみに誘導することができる。
【０１４７】
　また、外装部材１２０Ｒの内面に、載置板１７４に薬液タンク５８が載置された際、薬
液タンク５８の外装部材１２０Ｒ側の側面に当接する、例えばスポンジ状の断熱材１９０
が設けられている。
【０１４８】
　断熱材１９０は、薬液タンク５８に貯留された消毒液の温度低下を防ぐためのものであ
り、薬液タンク５８に当接した際、断熱材１９０の上辺１９０ｊが、載置板１７４に載置
された薬液タンク５８の上面５８ｊよりも低く位置するよう、外装部材１２０Ｒの内面に
固定されている。
【０１４９】
　また、断熱材１９０は、図１４に示すように、２つに分割されるとともに前後方向に離
間されて固定されており、各断熱材１９０の上辺１９０ｊは、２つの断熱材１９０の間に
形成された領域１９１に向けて傾斜した形状を有している。尚、２つの断熱材１９０は、
外装部材１２０Ｒの内面において、領域１９１を除いて、前面Ｆ側と背面Ｂ側とを結ぶ領
域にまたがって固定されている。
【０１５０】
　このことから、載置板１７４に載置された薬液タンク５８の上面５８ｊから外装部材１
２０Ｒの内面に、山部５８ｙ及び溝部５８ｍにより誘導されて付着された漏液Ｔや、断熱
材１９０よりも上方の外装部材１２０Ｒの内面の領域に付着、落下した漏液Ｔを、２つの
断熱材１９０の上辺１９０ｊの傾斜を用いて、確実に、領域１９１に誘導することができ
る。
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【０１５１】
　また、２つの断熱材１９０は、前面Ｆ側及び背面Ｂ側の右側面Ｒ側の各縦支柱２ｔに接
触しているため、各縦支柱２ｔに漏液Ｔが付着した場合であっても、該漏液Ｔを確実に２
つの断熱材１９０の上辺１９０ｊにより、領域１９１に誘導することができる。
【０１５２】
　図１４に示すように、外装部材１２０Ｒの内面において、２つの断熱材１９０よりも下
であって、固定後に、載置板１７４の上方近傍に位置する前面Ｆ側と背面Ｂ側とを結ぶ領
域に、外装部材１２０Ｒの内面に対し直角な方向から、下方に約２０°傾いて載置板１７
４側に、例えば２０ｍｍ突出した突き出し部１７１ｔを有する、上述したＬ字状の突き出
し板１７１が設けられている。
【０１５３】
　尚、この場合であっても、突き出し板１７１は、前面Ｆ側と背面Ｂ側とを結ぶレール状
を有しており、突き出し部１７１ｔを除く固定部１７１ｋが、外装部材１２０Ｒの内面に
対し固定されている。
【０１５４】
　このことにより、２つの断熱材１９０の内面の領域１９１から落下した漏液Ｔは、図１
４に示すように、突き出し板１７１の突き出し部１７１ｔにより、載置板１７４に確実に
誘導される。
【０１５５】
　また、この場合も、突き出し板１７１の固定部１７１ｋの上辺と外装部材１２０Ｒの内
面との間の間隙に、該両者の間隙を埋めるシール材１７２が塗布されていることから、漏
液Ｔが、両者の間隙を通過してしまうことがない。即ち、漏液Ｔが、外装部材１２０Ｒと
裄支柱２ｙとの間から装置本体２外に漏れてしまうことがない。
【０１５６】
　また、載置板１７４に誘導された漏液Ｔは、その後、縦板１７８を伝って、ドレーンパ
ン１７３に落下するようになっている。尚、載置板１７４の前面Ｆ側、右側面Ｒ側及び左
側面Ｌ側の各辺に、高さ方向に所定の高さを有する壁板１８０が固定されている。
【０１５７】
　このことにより、載置板１７４に落下した漏液Ｔが、各壁板１８０により、縦板１７８
の前面Ｆ側、右側面Ｒ側、背面Ｂ側から落下してしまうことがない。即ち、漏液Ｔは、確
実に、縦板１７８を伝って、ドレーンパン１７３に誘導される。
【０１５８】
　さらに、図１５に示すように、前面Ｆ側の外装部材１２０Ｆの内面において、載置板１
７４の上部近傍の左側面Ｌ側と右側面Ｒ側及び左側面Ｌ側の半部とを結ぶ領域に、外装部
材１２０Ｆの内面に対し直角な方向から、下方に約２０°傾いて載置板１７４側に、例え
ば２０ｍｍ突出した突き出し部１７１ｔを有する、上述したＬ字状の突き出し板１７１が
設けられている。
【０１５９】
　尚、この場合も、突き出し板１７１は、左側面Ｌ側と半部とを結ぶレール状を有してお
り、突き出し部１７１ｔを除く固定部１７１ｋが、外装部材１２０Ｆの内面に対し固定さ
れている。
【０１６０】
　このことにより、外装部材１２０Ｆの内面に付着し、落下した漏液Ｔは、図１５に示す
ように、突き出し板１７１の突き出し部１７１ｔにより、載置板１７４に確実に誘導され
、その後、上述したように縦板１７８を伝って、ドレーンパン１７３に誘導される。
【０１６１】
　また、この場合も、突き出し板１７１の固定部１７１ｋの上辺と外装部材１２０Ｆの内
面との間の間隙に、該間隙を埋めるシール材１７２が塗布されていることから、漏液Ｔが
、両者の間隙を通過してしまうことがない。
【０１６２】
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　また、図１６に示すように、背面Ｂ側の外装部材１２０Ｂは、背面Ｂ側の中程の縦支柱
２ｔと右側面Ｒ側の縦支柱２ｔとに固定された外装部材１２０Ｂ１と、背面Ｂ側の中程の
縦支柱２ｔと左側面Ｌ側の縦支柱２ｔとに固定された外装部材１２０Ｂ２との２つの外装
部材により構成されている。
【０１６３】
　外装部材１２０Ｂ１の内面において、載置板１７４の上部近傍の、右側面Ｒ側の支柱２
ｔと中程の支柱２ｔとを結ぶ領域に、外装部材１２０Ｂ１の内面に対し直角な方向から、
下方に約２０°傾いて載置板１７４側に、例えば２０ｍｍ突出した突き出し部１７１ｔを
有する、上述したＬ字状の突き出し板１７１が設けられている。
【０１６４】
　尚、この場合、突き出し板１７１は、右側面Ｒ側の支柱２ｔと中程の支柱２ｔとを結ぶ
レール状を有しており、突き出し部１７１ｔを除く固定部１７１ｋが、外装部材１２０Ｂ
１に対し固定されている。
【０１６５】
　このことにより、外装部材１２０Ｂ１の内面に付着し、落下した漏液Ｔは、図１６に示
すように、突き出し板１７１の突き出し部１７１ｔにより、載置板１７４に確実に誘導さ
れ、その後、上述したように縦板１７８を伝って、ドレーンパン１７３に誘導される。
【０１６６】
　また、この場合も、突き出し板１７１の固定部１７１ｋの上辺と外装部材１２０Ｂ１と
の間の間隙に、該間隙を埋めるシール材１７２が塗布されていることから、漏液Ｔが、両
者の間隙を通過してしまうことがない。
【０１６７】
　また、外装部材１２０Ｂ２の内面において、図４において上述した排水管路５９を接続
する部位１９５の板金の上部近傍の、左側面Ｌ側の支柱２ｔと中程の支柱２ｔとを結ぶ領
域に、外装部材１２０Ｂ２の内面に対し直角な方向から、下方に約２０°傾いてドレーン
パン１７３側に、例えば２０ｍｍ突出した突き出し部１７１ｔを有する、上述したＬ字状
の突き出し板１７１が設けられている。
【０１６８】
　尚、この場合、突き出し板１７１は、左側面Ｌ側の支柱２ｔと中程の支柱２ｔとを結ぶ
レール状を有しており、突き出し部１７１ｔを除く固定部１７１ｋが、外装部材１２０Ｂ
２に対し固定されている。
【０１６９】
　このことにより、外装部材１２０Ｂ２の内面に付着し、落下した漏液Ｔは、図１６に示
すように、突き出し板１７１の突き出し部１７１ｔにより、ドレーンパン１７３に確実に
誘導される。
【０１７０】
　また、この場合も、突き出し板１７１の固定部１７１ｋの上辺と外装部材１２０Ｂ２と
の間の間隙に、該間隙を埋めるシール材１７２が塗布されていることから、漏液Ｔが、間
隙を通過してしまうことがない。
【０１７１】
　尚、上述した各外装部材１２０Ｌ、１２０Ｒ、１２０Ｆ、１２０Ｂの内面に固定される
突き出し板１７１よりも下には、水漏れの原因となる複数の管路は配置されないため、突
き出し板１７１よりも下の各外装部材１２０Ｌ、１２０Ｒ、１２０Ｆ、１２０Ｂの領域に
、漏液Ｔが付着しても構わない。このことから、電気部品への漏液Ｔの付着を確実に防止
することができる。
【０１７２】
　このように、装置本体２の内部に、漏液Ｔをドレーンパン１７３へと誘導する構成が各
種配設されていることにより、装置本体２の外部に漏液Ｔを漏らすことが激減し、ユーザ
への安全性が向上するとともに、装置本体２の内部において飛散した漏液Ｔが電気部品に
付着し、該電気部品が故障してしまうことを確実に防止することができる。
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【０１７３】
　また、漏液Ｔは、ドレーンパン１７３に確実に誘導されるため、ドレーンパン１７３の
内部または近傍に設けられた水漏れ検知センサにおける漏液Ｔの漏れ量の検知を正確に行
うことができる。
【０１７４】
　図１８は、図１の装置本体の内部の、薬液ボトルの注入口の下部に配設される受け皿を
示す斜視図、図１９は、図１８の受け皿の皿部の傾斜を概略的に示す図である。
【０１７５】
　ところで、上述した薬液ボトル１２ａ、１２ｂをカセットトレー１２にセットすると、
装置本体２の内部に設けられた、後述するカセットコウ２２０（図２０参照）に、それぞ
れ薬液ボトル１２ａ、１２ｂの各注入口１２ａｋ、１２ｂｋ（いずれも図２２参照）が挿
入される。このことにより、薬液ボトル１２ａ内の消毒液及び薬液ボトル１２ｂ内の緩衝
剤は、薬液供給管路６２（図４参照）を通って、薬液タンク５８内に供給される。
【０１７６】
　ここで、薬液ボトル１２ａ、１２ｂの各注入口１２ａｋ、１２ｂｋを、カセットコウ２
２０に対して挿抜した際、薬液ボトル１２ａ、１２ｂは、薬液の注入性を向上させる目的
で、斜め下向きにカセットトレー１２にセットする構成となっていることが多いため、消
毒液及び緩衝剤が数滴、装置本体２の内部に液垂れしてしまうことがある。尚、以下、漏
れた消毒液及び緩衝剤を漏液Ｔとして示す。
【０１７７】
　このことから、一般に、薬液ボトル１２ａ、１２ｂの各注入口１２ａｋ、１２ｂｋの下
方近傍に、受け皿を設けることにより、注入口１２ａｋ、１２ｂｋから漏れた漏液Ｔが装
置本体２の内部に飛散してしまうことを防止している。
【０１７８】
　しかしながら、例えば、カセットコウ２２０に対する、薬液ボトル１２ａ、１２ｂの各
注入口１２ａｋ、１２ｂｋの挿入を、挿入完了位置の手前で長時間停止させてしまうと、
各注入口１２ａｋ、１２ｂｋから、大量の漏液Ｔが漏れてしまう場合がある。
【０１７９】
　この場合、漏液Ｔは、上述したように、ドレーンパン１７３の水漏れ検知センサにより
検出することができるが、水漏れ検知センサが、ドレーンパン１７３に、例えば１リット
ルくらい漏液Ｔが貯留されると反応するよう設定されていると、ドレーンパン１７３に、
例えば１／３リットルの漏液Ｔしか貯留されてない場合は、水漏れ検知センサでは、漏れ
が検知できず、薬液ボトル１２ａ、１２ｂの漏れをユーザは認識することができないとい
った問題があった。よって、薬液ボトル１２ａ、１２ｂからの漏れを、確実に検出するこ
とのできる構成が望まれていた。
【０１８０】
　このような事情に鑑み、本実施の形態の内視鏡洗滌消毒装置１の装置本体２においては
、該装置本体２の内部であって、薬液ボトル１２ａ、１２ｂの各注入口１２ａｋ、１２ｂ
ｋの下方近傍に設けられる受け皿２００に、電極センサ等の原液漏れセンサ２０５が設け
られる構成を有している。
【０１８１】
　詳しくは、図１８に示すように、受け皿２００は、皿部２０１と取り付け部２０２とに
より構成されており、取り付け部２０２の固定部２０２ｋを、例えばネジ等を用いて装置
本体２に固定することにより、受け皿２００は、薬液タンク５８の上方であって、薬液ボ
トル１２ａ、１２ｂの各注入口１２ａｋ、１２ｂｋの下方近傍に設けられる。尚、受け皿
２００は、図１８中、長手方向右側の右側端部２０１ｒが、装置本体２の外装部材１２０
Ｒ側に近接し、左側端部２０１ｌが、ドレーンパン１７３側に近接する位置に固定される
。
【０１８２】
　また、受け皿２００は、ねじ１本で装置本体２に固定されていることから、受け皿２０
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０を装置本体２から装脱しやすい構成となっているため、受け皿２００の清掃が行いやす
いようになっている。
【０１８３】
　皿部２０１は、薬液ボトル１２ａ、１２ｂの各注入口１２ａｋ、１２ｂｋから漏れた漏
液Ｔを貯留するためのものである。また、図１８に示すように、皿部２０１の左側端部２
０１ｌに、切り欠き２０１ｋが形成されている。切り欠き２０１ｋは、皿部２０１に漏液
Ｔが大量に貯留された際、漏液Ｔを切り欠き２０１ｋから優先的に溢れさせることにより
、溢れた漏液Ｔを、左側端部２０１ｌ側に位置するドレーンパン１７３に確実に誘導する
。
【０１８４】
　さらに、図１８、図１９に示すように、皿部２０１の左半部は、底面が左側端部２０１
ｌに向かって下方に傾斜するよう形成されている。このことにより、皿部２０１に落下し
た漏液Ｔは、皿部２０１の左半部に、優先的に貯留される。このことにより、装置本体２
自体が傾いていたとしても、切り欠き２０１ｋから優先的に漏液Ｔを溢れさせることがで
きる。
【０１８５】
　また、皿部２０１の取り付け部２０２側に、例えば３個の接触防止衝立２０６が皿部２
０１の底面から起立して配設されている。接触防止衝立２０６は、ユーザが、装置本体２
の前面Ｆ側から、皿部２０１に貯留されている漏液Ｔに触れてしまうことを防止するため
のものである。
【０１８６】
　取り付け部２０２の右側端部２０２ｒと左側端部２０２ｌとを結ぶ中程の領域に、他の
領域よりも一段低くなるよう凹部が形成されており、該凹部の底面は、例えば皿部２０１
に対して１０°、皿部２０１側に傾斜して形成されている。
【０１８７】
　取り付け部２０２の凹部の底面に固定された、２つのＵ字状のＵ字衝立２０５ｔに、そ
れぞれ、例えば２本の原液漏れセンサ２０５が、凹部の底面から上方に離間して固定され
ている。
【０１８８】
　尚、２本の原液漏れセンサ２０５を、凹部の底面から上方に離間して固定したのは、凹
部の底面にゴミ等が付着した際、原液漏れセンサ２０５が誤検知してしまうことを防止す
るためである。
【０１８９】
　また、２本の原液漏れセンサ２０５を、それぞれＵ字衝立２０５ｔに固定したのは、原
液漏れセンサ２０５の位置ずれや変形による原液漏れセンサ２０５同士の接触を防止する
ためである。
【０１９０】
　２本の原液漏れセンサ２０５は、皿部２０１に貯留される漏液Ｔが皿部２０１から溢れ
る前に検知するため、各センサ２０５の先端２０５ｓが、皿部２０１の切り欠き２０１ｋ
の最低部よりも低く位置するよう、各Ｕ字衝立２０５ｔにそれぞれ固定されている。
【０１９１】
　このように受け皿２００を構成すれば、受け皿２００に原液漏れセンサ２０５が設けら
れているため、ドレーンパン１７３で検知できない量の薬液ボトル１２ａ、１２ｂの各注
入口１２ａｋ、１２ｂｋから漏れた漏液Ｔを確実に検知することができる。
【０１９２】
　このことから、装置本体２内で消毒液の原液を希釈する際の調合不良やカセットコウ２
２０周りの部品故障を早急にユーザは把握することができる。また、受け皿２００の皿部
２０１に貯留された漏液Ｔは、優先的に、切り欠き２０１ｋから溢れるため、漏液Ｔは、
確実にドレーンパン１７３に誘導されることから、漏液Ｔが装置本体２の外部に漏れる可
能性が減少し、ユーザの安全性を向上させることができる。
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【０１９３】
　図２０は、図１のカセットトレーに、薬液ボトルをセットした状態をカセットコウ、薬
液タンクとともに示す拡大断面図、図２１は、図１のカセットトレーに観察窓を設けた状
態の装置本体の外観を部分的に拡大して示す図、図２２は、図２１のカセットトレーに、
２本の薬液ボトルをセットした状態を、カセットトレーの内側からみて示す拡大斜視図で
ある。
【０１９４】
　ところで、上述した薬液ボトル１２ａ、１２ｂをカセットトレー１２に、上述したよう
に、下方に傾けてセットすると、本実施の形態の装置本体２においては、図示しないセン
サが、薬液ボトル１２ａ、１２ｂのセットを検知して、例えばアラーム音が鳴るようにな
っている。このことにより、ユーザは、薬液ボトル１２ａ、１２ｂがカセットトレー１２
に正しくセットされたことを認識することができる。
【０１９５】
　しかしながら、周囲の雑音等により、アラーム音をユーザが聞き取れない場合もあり、
また、アラーム音が鳴ることと、薬液ボトル１２ａ、１２ｂ内の各液が、薬液タンク５８
に正しく注液されていることとは異なるため、ユーザが薬液タンク５８に、薬液ボトル１
２ａ、１２ｂ内の各液が注入されていることを確実に認識することはできないといった問
題があった。
【０１９６】
　そこで、図２０～図２２に示すように、本実施の形態の装置本体２においては、前面Ｆ
側において、カセットトレー１２の外装部材１２ｇに、薬液ボトル１２ａの底面１２ａｔ
及び薬液ボトル１２ｂの底面１２ｂｔにおけるトレーセット後の薬液の水位２５０を、観
察することができる観察窓２３０ａ、２３０ｂを設けた。
【０１９７】
　観察窓２３０ａ、２３０ｂは、薬液ボトル１２ａ、１２ｂの各底面１２ａｔ、１２ｂｔ
の薄肉部となる後述する突き出し部１２ａｍ、１２ｂｍ（図２３参照）に対応して設けら
れている。また、各観察窓２３０ａ、２３０ｂは、各底面１２ａｔ、１２ｂｔ側に下方に
傾斜して突出する、所謂出窓形状を有しており、各薬液ボトル１２ａ、１２ｂの傾きに対
して、窓部の奥行きを変更することにより、各底面１２ａｔ、１２ｂｔがユーザにより見
やすいようになっている。
【０１９８】
　また、各観察窓２３０ａ、２３０ｂは、図２１に示すように、縦長に形成されている。
このことによれば、ユーザが立ったままで各底面１２ａｔ、１２ｂｔの観察ができる他、
各薬液ボトル１２ａ、１２ｂ内の薬液が薬液タンク５８に注入されていることをユーザが
確認できる時間が長くなる他、各観察窓２３０ａ、２３０ｂに光が進入する面積が大きく
なるため、ユーザによる観察性が向上する。
【０１９９】
　尚、各薬液ボトル１２ａ、１２ｂには、空気の抜け孔がないため、各薬液が薬液タンク
５８に注入される際、各薬液ボトル１２ａ、１２ｂの薬液の水位２５０は空気の巻き込み
により振動することから、縦長の各観察窓２３０ａ、２３０ｂを用いた観察性はさらに向
上する。
【０２００】
　また、各観察窓２３０ａ、２３０ｂに、図２１に示すように、透明シート２３１ａ、２
３１ｂが貼着されている。該透明シート２３１ａ、２３１ｂは、外部から、カセットトレ
ー１２の内部に、各観察窓２３０ａ、２３０ｂを介して水等が侵入するのを防止するため
のものである。
【０２０１】
　また、各透明シート２３１ａ、２３１ｂは、外観上の違和感を軽減するため、各観察窓
２３０ａ、２３０ｂにおいて、外装部材１２ｇよりも凹んで貼着されている。
【０２０２】
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　このように、カセットトレー１２の外装部材１２ｇに各観察窓２３０ａ、２３０ｂを設
ければ、ユーザは、装置本体２の外部から各薬液ボトル１２ａ、１２ｂ内の薬液の水位２
５０を、視認することができる。よって、各薬液ボトル１２ａ、１２ｂから、薬液タンク
５８に各薬液が注入されていることをユーザは、確実に認識することができる。
【０２０３】
　図２３は、図１の各薬液ボトルの拡大斜視図、図２４は、図２３の各薬液ボトルの正面
図、図２５は、従来の各薬液ボトルの正面図である。
【０２０４】
　ところで、本実施の形態の内視鏡洗滌消毒装置１に使用する消毒液は、上述したように
、薬液ボトル１２ａ内の消毒液の原液と、薬液ボトル１２ｂ内の緩衝剤とを、薬液タンク
５８にて所定濃度に希釈して用いている。尚、薬液ボトル１２ａと薬液ボトル１２ｂとは
、別々にならないよう、図２３に示すように、バンド等で一体に束ねられて保管されるの
が一般的である。
【０２０５】
　ここで、従来の内視鏡洗滌消毒装置においては、薬液ボトルには、例えば各７５０ｍｌ
の容量を有するものを用いているが、より多くの薬液を注入することができる大容量の薬
液ボトルを、カセットトレー１２の形状を変更することなく、カセットトレー１２にセッ
トできることが望まれていた。
【０２０６】
　そこで、本実施の形態の薬液ボトル１２ａ、１２ｂにおいては、薬液ボトル１２ａ、１
２ｂの高さｈ１を、従来の薬液ボトルと同じにしたまま、各薬液ボトル１２ａ、１２ｂの
各キャップ１２ａｃ、１２ｂｃ下の肩部１２ａｓ、１２ｂｓの傾斜角度を、図２４、図２
５に示すように、緩やかに形成した。
【０２０７】
　このことによれば、各薬液ボトル１２ａ、１２ｂの内容量が、例えば２５ｍｌ増加する
ため、カセットトレー１２の形状を変更することなく、大容量の各薬液ボトル１２ａ、１
２ｂをカセットトレー１２にセットできる。
【０２０８】
　尚、このため、従来の薬液ボトルと変更後の薬液ボトルとでは容量が異なるため、従来
の内視鏡洗滌装置に、変更後の薬液ボトルを取り付けられないよう、または本内視鏡洗滌
消毒装置に、従来の薬液ボトルを取り付けられないようにする必要がある。
【０２０９】
　これは、図２３、図２４に示すように、変更後の各薬液ボトル１２ａ、１２ｂの各底面
１２ａｔ、１２ｂｔに、それぞれ突き出し部１２ａｍ、１２ｂｍを設けることにより、誤
セットを防止することができる他、カセットトレー１２に設けられた図示しない棒状部材
が挿通される、薬液ボトル１２ａと薬液ボトル１２ｂとの間に形成された挿通孔２６０を
設けることで、誤セットを防止することができる。
【０２１０】
　[付記]
　以上詳述した如く、本発明の実施形態によれば、以下の如き構成を得ることができる。
即ち、
　（１）　　 内視鏡を設置し洗浄液や消毒液を貯留する洗滌槽と、
　　前記内視鏡の管路と接続する洗滌チューブと、
　　前記洗滌チューブが接続される前記洗滌槽内に設置されたポート部と、
　　該ポート部と連通する管路と、
　　前記ポート部と前記管路の間に設置された電磁弁と、
　　前記管路のポート部側と反対側の管路に連通された送気装置と、
　　前記電磁弁や前記送気装置を駆動制御する制御装置を具備した内視鏡洗滌消毒装置に
おいて、
　　前記内視鏡の前記管路の除水を行う際、前記送気装置が作動しているときに、前記電
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磁弁を間欠的に開閉制御する工程を設けたことを特徴とする内視鏡洗滌消毒装置。
【０２１１】
　（２）前記電磁弁を間欠的に開閉制御する工程は、前記送気装置が作動中に、前記電磁
弁を３秒開成する、２秒閉成する開閉動作を、９回繰り返すことを特徴とする付記１に記
載の内視鏡洗滌消毒装置。
【０２１２】
　（３）内視鏡を設置し洗浄液や消毒液を貯留する洗滌槽と、
　前記洗滌槽内に設置された流液吐出口と、
　前記流液吐出口に設置する洗滌ケースと、
　を具備し、
　前記洗滌ケース内に前記内視鏡の釦を入れて洗滌消毒する内視鏡洗滌消毒装置において
、
　前記流液吐出口からの流液の吐出方向を、垂直方向に対して上方に傾斜させたことを特
徴とする内視鏡洗滌消毒装置。
【０２１３】
　（４）前記流液吐出口の開口部の口径は、φ２．４ｍｍで形成され、前記開口部の数は
、４個であることを特徴とする付記３に記載の内視鏡洗滌消毒装置。
【０２１４】
　（５）４個の前記流液吐出口から吐出される流液は、垂直方向に対して２０°傾いて上
方に放射状に吐出されることを特徴とする付記４に記載の内視鏡洗滌消毒装置。
【図面の簡単な説明】
【０２１５】
【図１】本発明の一実施の形態を示す内視鏡洗滌消毒装置の斜視図。
【図２】図１の洗滌消毒槽に２本の内視鏡が収容された状態を示す、トップカバーが開成
された際の内視鏡洗滌消毒装置の上面図。
【図３】図２の２本の内視鏡の各管路接続口と送気送水／鉗子口用ポートとの洗滌チュー
ブを用いた接続状態を模式的に示す図。
【図４】図１の内視鏡洗滌消毒装置の内部構成を示す図。
【図５】図４の制御部によりＣＨ電磁弁を間欠的に開閉する時間を５パターン示すタイミ
ングチャート。
【図６】図５のＣＨ電磁弁の５パターンの開閉制御に伴う、乾燥処理後の各内視鏡のＡＷ
管路及びＳ管路内の残水量を示す図表。
【図７】図１の洗滌ケースの拡大斜視図。
【図８】図７の洗滌ケースの蓋を開成した状態を示す図。
【図９】従来の図４のケース用管路の流液吐出口を洗滌ケースとともに示す部分断面図。
【図１０】従来の流液吐出口から流液を吐出させた際の、２本の内視鏡の各種釦類の洗滌
ケース内における配置位置を上方から見て示す上面図。
【図１１】流液吐出口を垂直方向から２０°傾けて４つ開口した場合のケース用管路の流
液吐出口を洗滌ケースとともに示す部分断面図。
【図１２】図１１の流液吐出口を上方から見た正面図。
【図１３】図１の装置本体の内部構造を、収容物を有しない状態で、左側面側の外装部材
を外して示す斜視図。
【図１４】図１の装置本体の内部構造を、収容物を有しない状態で、右側面側の外装部材
を外して示す斜視図。
【図１５】図１の装置本体の前面側の内部構造を、収容物を有しない状態で示す部分斜視
図。
【図１６】図１の装置本体の背面側の内部構造を、収容物を有しない状態で示す部分斜視
図。
【図１７】図１３の装置本体の載置板に載置された図５の薬液タンクの上面の構造を示す
部分斜視図。
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【図１８】図１の装置本体の内部の、薬液ボトルの注入口の下部に配設される受け皿を示
す斜視図。
【図１９】図１８の受け皿の皿部の傾斜を概略的に示す図。
【図２０】図１のカセットトレーに、薬液ボトルをセットした状態をカセットコウ、薬液
タンクとともに示す拡大断面図。
【図２１】図１のカセットトレーに観察窓を設けた状態の装置本体の外観を部分的に拡大
して示す図。
【図２２】図２１のカセットトレーに、２本の薬液ボトルをセットした状態を、カセット
トレーの内側からみて示す拡大斜視図。
【図２３】図１の各薬液ボトルの拡大斜視図。
【図２４】図２３の各薬液ボトルの正面図。
【図２５】従来の各薬液ボトルの正面図。
【符号の説明】
【０２１６】
 １…内視鏡洗滌消毒装置
 ２…装置本体
 ２８…ＣＨ電磁弁
 ３３ａ…送気送水／鉗子口用ポート
 ３３ｂ…送気送水／鉗子口用ポート
 ４５…エアポンプ
 ７０…制御部
 ９８…管路接続口
 ９９…管路接続口
 １００…第１の内視鏡
 １０１…ＡＷ管路
 １０２…Ｓ管路
 １１０…第２の内視鏡
 １１１…ＡＷ管路
 １１２…Ｓ管路
 １５０…第１の分岐チューブ
 １５０ａ…第１の流出側接続口
 １５０ｂ…第２の流出側接続口
 １５０ｃ…流入側接続口
 １５１…第２の分岐チューブ
 １５１ａ…第１の流出側接続口
 １５１ｂ…第２の流出側接続口
 １５１ｃ…流入側接続口
 １９８…管路接続口
 １９９…管路接続口
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